
①基 本 額：前月分の翌月基本額と同額になり、当月分の基礎となる保険料額。
②定期増減額：①と比べ、当月分の保険料額に増額、減額が発生した金額の差引額。
③随時増減額：前々月以前の保険料計算にかかる遡りの届出等による金額の差引額。
④賞与増減額：賞与にかかる保険料額。
⑤強制増減額：二以上事業所勤務者に関する保険料精算の他、例外的な事由で発生する増減額。
⑥本月充当額：前月時点で⑨の充当未済額がある場合、当月告知額算出時に差し引かれる額。
⑦告 知 額：当月に指定口座から引き落とされる請求額。

⑦＝①＋②＋③＋④＋⑤－⑥
⑧翌月基本額：翌月保険料の基礎となる金額。

⑧＝①＋②
⑨充当未済額：保険料計算にかかる遡りの届出等により、告知額が0円を下回った時に来月以降で

差し引き調整が入る金額。
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